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更新登録申請の流れ1

申請書類 作成・提出方法

愛知県ファミリー・フレンドリー企業
登録申請書（様式第1号）

様式は更新登録申請画面／申請用添付書類からダウンロードすることができます。
更新登録申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」を選
択した場合のみ、郵送で提出してください。

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票
（様式第２号）

企業専用Ｍｙページ／Ｍｙ登録情報の更新登録申請画面から、登録内容を修正入力し
て、作成してください。
※提出の必要はありません。

一般事業主行動計画 更新登録申請画面で、添付してください。

一般事業主行動計画策定・変更届（写）
更新登録申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」を選
択した場合のみ、郵送で提出してください。

就業規則（抜すい）（写）
更新登録申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」を選
択した場合のみ、郵送で提出してください。

＜更新登録申請＞
登録期間の満了、又は一般事業主行動計画の計画期間を延長した場合は、更新登録の手続
きを行ってください。

次の期間の一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ提出。

申請書類を作成し、「ファミフレネットあいち」にて更新手続きをします。

「郵送する」を選択した添付書類がある場合、印刷した登録票（控え）に記載されている提出
先へ郵送します。

更新登録申請承認メールが届きます
県機関にて更新登録審査が行われ、承認されると承認された旨のメールが届き、
「企業紹介ページ」が更新されます。

※県機関の更新登録審査で、入力内容に修正が必要となった場合は、担当者様宛にメー
ルまたは電話でご連絡させていただきます。

３

１

２

４
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更新登録申請 基本情報2

３

現在の手続き状況
現在の手続き状況を表示します。
申請内容に修正が必要の場合、修正依頼内容が表示されます。

現在の登録内容
自社の登録内容がご確認いただけます。

更新登録申請
更新登録申請を行う場合は、こちらの申請開始ボタンをクリックし手続きを開始します。

担当者情報
担当者情報を更新・変更する際に使用します。入力後、必ず保存ボタンをクリックして
ください。下の項目は、郵便物の送付先が担当者と異なる場合のみ、入力してください。

過去の履歴
過去の申請履歴を確認できます。

１

２

４

５

３

１

２

４

５

メニュー「My登録情報」を開きます。
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１

更新登録申請の方法①3.1
「更新登録申請開始」ボタンをクリック

「更新登録申請」画面が開きます。

※１ 「更新登録申請開始ボタン」をクリックすると、登録情報の入力が可能になります。

※２ 更新時に変更が必要な項目のみ、入力してください。

※３ 申請に必要な添付書類は、「アップロードする」又は「郵送する」のいずれかを選択して
ください。

担当者情報が入力さ
れていない場合、「担
当者情報」画面が開
きますので、登録して
ください。

変更内容を入力しま
す。

申請用添付書類画面
にて、申請書（様式第
１号）をダウンロードで
きます。
作成した申請書およ
びその他の添付書類
を「アップロードする」
又は「郵送する」から
選択します。

各項目タブを切り替え
ずに、30分以上操作
しない場合は、一時保
存してください。

確認画面に進みます。
入力内容が一時保存
されます。

１ ２

4

7

３

２

４

５

6

6

7

３

5
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１

更新登録申請の方法②3.2

各項目のタブを選択し、内容を確認してください。

変更した項目は、★マークがつき、変更前・後の二段表示されています。

印刷を行ってください。

確定画面へ進みます。

修正（編集可能な）画面へ戻ります。

３

２

４

５

内容確認

１

２

４３ ５



6

１

更新登録申請の方法③3.3

内容確定を行います。
※確定後は、入力内容
の修正はできません。

確認画面へ戻ります。

１

３

２

４

２

登録票を印刷します。

※控えとして必ず
印刷してください。
書類を郵送で提出
する場合の提出先
が記載されています。

次へ進みます。

３ ４

内容確定

登録票印刷
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１

更新登録申請の方法④3.4
「申請用添付書類」入力画面で「添
付書類を郵送する」を選択した場合
のみ、郵送してください。

「郵送する」を選択した場合の、申
請書類の提出先です。必要書類を
確認の上、提出先宛に郵送してくだ
さい。

審査する申請書類一覧を確認でき
ます。

My登録情報トップページへ戻りま
す。

３

２

４

提出された申請内容は、承認されましたら
ファミフレネットあいちに掲載されます。

登録した情報は左記のように表示されます。

【ファミフレネット本番画面】

郵送による申請

１

２

３

４
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更新登録申請書類の説明4
更新登録申請には、次の書類が必要です。

※添付書類については、更新登録申請画面／申請用添付書類にて「添付書類を郵送する」を選択

した場合のみ、郵送してください。

※選択内容提出先については、「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票（様式第2号）」の

「登録内容／申請用添付書類」欄で確認してください。

＜愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録申請書（様式第1号）＞
更新登録申請画面／申請用添付書類からダウンロード可能です。
※会社印、代表印の押印は不要です。

＜添付書類＞
愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票（様式第2号）
※更新登録申請で入力いただいた内容です。提出の必要はありません。

一般事業主行動計画、その他取組計画
※更新登録申請の「取組状況」で添付済みです。

一般事業主行動計画策定・変更届（写）
※都道府県労働局に提出した書類です。受付印のあるものを提出してください。

就業規則等（抜すい）（写）
※「子育て支援制度」「介護支援制度」「その他支援制度」で入力した内容を確認します。
入力した内容が規定されている就業規則、育児・介護休業規程、社内通達等を提出して
ください。

※前回登録時にご提出いただいた就業規則等から変更がない場合のみ、提出を省略できます。

３

２

４

1
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登録事項変更申請の流れ5

申請書類 作成・提出方法

愛知県ファミリー・フレンドリー企業
登録事項変更届（様式第4号）

様式は、登録事項変更申請画面／申請用添付書類からダウンロードできます。
登録事項変更申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」
を選択した場合のみ、郵送で提出してください。

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票
（様式第２号）

企業専用Ｍｙページ／Ｍｙ登録情報の登録事項変更申請の画面から、登録内容を
修正入力して、作成してください。
※提出の必要はありません。

一般事業主行動計画 登録事項変更申請画面で、添付してください。

一般事業主行動計画策定・変更届（写）
登録事項変更申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」
を選択した場合のみ、郵送で提出してください。

就業規則（抜すい）（写）
登録事項変更申請画面で、「アップロードする」または「郵送する」を選択し、「郵送する」
を選択した場合のみ、郵送で提出してください。

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証
再交付願（事務処理要領 様式第２号）

社名変更及び計画期間の短縮で、登録証の再交付を希望する場合は、変更届（様式第4
号）と一緒にアップロード、又は郵送で提出してください。様式は、企業専用Myページ／
ダウンロード、又は登録事項変更申請画面／申請用添付書類からダウンロードできます。

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証
返納書（事務処理要領 様式第３号）

変更前の「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証」を郵送する場合のみ、提出してく
ださい。

変更前の
「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証」

登録証を再発行する場合、変更前の登録証を郵送にて提出してください。
郵送の際の提出先については、「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票（様式第2
号）」の 「登録内容／申請用添付書類」欄で確認してください。

＜登録事項変更申請＞
企業名、所在地、一般事業主行動計画の計画期間の短縮、育児休業などの支援制度の内
容等に変更がある場合は、登録事項変更の手続きを行ってください。
※一般事業主行動計画の計画期間を延長する場合は、更新手続きが必要です。

申請書類を作成します。
変更内容に応じて申請書類が変わりますので、７．申請書類の説明を参考にしてください。

「郵送する」を選択した添付書類を提出します。
印刷した登録票（控え）に記載されている提出先へ、「郵送する」を選択した添付書類を
郵送します。

登録事項変更申請承認メールが届きます。
県機関にて登録事項変更申請の審査が行われ、承認されると承認された旨のメールが
届き、「企業紹介ページ」が更新されます。

３

２

1
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登録事項変更申請の方法6

１ 「登録事項変更申請開始」ボタンをクリックし、手続きを開始します。

操作内容は、「更新登録申請」と同じです。
3.更新登録申請の方法①～④を参照してください。

メニュー「Ｍｙ登録情報」を開きます。

１
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登録事項変更申請書類の説明7
登録事項変更申請には、変更の内容に応じて、下表の書類が必要です。

※添付書類については、登録事項変更申請画面／申請用添付書類にて「添付書類を郵送する」を選択した場合のみ、
郵送してください。

※郵送の際の提出先については、「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票（様式第2号）」の

「登録内容／申請用添付書類」欄で確認してください。

基本情報を変更 一般事業主行動計画の
計画期間等を短縮

子育て支援制度等
取組を変更

一般事業主行動計画
※登録事項変更申請の「取組状況」で添付済みです。

〇

一般事業主行動計画策定・変更届（写）
※都道府県労働局に提出した書類です。受付印のある
ものを提出してください。

〇

就業規則（抜すい）（写）
変更した内容が規定されている就業規則、育児・介護
休業規程、社内通達等を提出してください。

〇

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証再交付願
（事務処理要領 様式第２号）
※登録証の再発行を希望する場合のみ
提出してください。

〇
社名変更の場合

〇

愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証返納証
（事務処理要領 様式第３号）

〇
登録証再発行の場合

〇

変更前の「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録証」
※郵送での提出となります。

〇
登録証再発行の場合

〇

＜愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録事項変更届（様式第４号）＞
登録事項変更申請画面／申請用添付書類からダウンロード可能です。
※会社印、代表印の押印は不要です。

＜添付書類＞
愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録票（様式第２号）
※登録事項変更申請で入力いただいた内容です。提出の必要はありません。

その他必要な添付書類は、変更の内容に応じて、次のとおりです。


